
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

～発 行～ 
東入間警察署 

☎２６９ｰ０１１０ 
大井交番 
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 本数値は、大井交番における事案取扱い件数

であり、刑法犯認知件数とは異なります。 

 

  自転車利用者が守るべき最も基本的な自転車

の交通ルールとして、「自転車安全利用五則」（令

和４年 11 月１日交通対策本部決定）がまとめられ

ています。 

  自転車の交通違反は重大な事故につながる可

能性があり、自転車を安全・安心に利用するため、

自転車安全利用五則を守ることが大切です。 

＊自転車盗…………１件 

＊車上ねらい……… ２件 

＊万引き……………１件 

＊その他の窃盗……３件 

＊交通事故………２２件 

 

 
 

①車道が原則、左側を通行 

  歩道は例外、歩行者を優先 

②交差点では信号と一時停止 

  を守って、安全確認 

③夜間はライトを点灯 

④飲酒運転は禁止 

⑤ヘルメットを着用 

 

  東入間警察署管内（ふじみ野市・富士見市・三芳

町）では、連日多数の特殊詐欺犯人からの電話が

架かってきております。不審な電話が架かってきた

際は、東入間警察署までお知らせください。 

 

  ５月に入り、春山の登山を楽しむ方も増えてくる

時期となりました。また、近年の登山ブームで、登

山初心者の方も多くいると思います。万全の準備

と細心の注意をもって、事故のない楽しい登山に

しましょう。 

 ☆登山届を提出しましょう。 

 ☆防寒対策も忘れずに！！ 

  

  

 


